
JICA事業における障害主流化の推進

分野別ガイダンスノート

教育

2026年1月
独立行政法人 国際協力機構（JICA)



   

目次 

 

基本を理解したい方は 1・2・3 を、 

障害主流化に関する具体的なステップを知りたい方は 4 をご参照ください。 

 

《ガイダンスノートが対象とする主な取組領域》  

教育分野の JICA グローバル・アジェンダ（課題別事業戦略）で設定されている 4 つのクラス

ター事業戦略の一つである「誰ひとり取り残さない教育の改善クラスター」では、教育案件にお

ける障害主流化およびマイノリティ配慮の方針が示されています [1]。  

グローバル・アジェンダにはすべての教育案件において障害主流化を行うことが明記されて

いますが、本ガイダンスノートでは、教育分野の他のクラスターに基づき、以下 3 つの小分野を

主な取組領域とします。なお、技術教育・職業訓練は、JICA 内でも複数の部署が案件を担当し

ていますが、本ガイダンスノートで扱う技術教育・職業訓練は、前期中等教育後の進路となって

いる公的職業訓練機関を対象として実施する案件を想定しています。  

1 基礎教育（教科書・教材開発を中心とした学びの改善クラスター、コミュニティ協働型

教育改善クラスター）：子どもの学びの改善、教科書・教材開発、コミュニティ協働・学

校運営改善など 

2 高等教育（拠点大学強化クラスター）  

3 技術教育・職業訓練  

1. 障害のある学習者に対する教育の基本的理解  ......................................................................1 

2. 教育分野における障害主流化の重要性  ................................................................................4 

3. 障害の視点から見る教育分野の問題  ....................................................................................6 

4. 事業における障害主流化の実践  ...........................................................................................7 

巻末資料 1：  教育分野において 障害のある学習者のアクセスや参画を阻む障壁  ...................... 15 

巻末資料 2：  障害主流化の取組事例（教育）  ........................................................................... 17 

巻末資料 3：障害者権利委員会による「インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見第

4 号」（2016 年）におけるインクルーシブ教育に関する説明の抜粋  ......................................... 19 

巻末資料 4：教科書等の教材作成時の配慮  ～ユニバーサルデザインを意識した教材づくり～ ..... 22 

参考文献  ............................................................................................................................... 28 



障害主流化ガイダンスノート｜教育 

1 

1. 障害のある学習者に対する教育の基本的理解 

教育分野における障害主流化を推進する上で欠かせない、基本的な考え方について解説します。 

(1) 障害のある学習者の教育形態に関する議論  

障害のある学習者の教育には 4 つの形態があります：  

▸ 排除（エクスクルージョン）：障害のある学習者を教育の場から排除する 

▸ 分離（セグリゲーション）：特別な場で別々に教育する 

▸ 統合（インテグレーション）：同じ場で学ぶが、教育内容は画一的である 

▸ 包摂（インクルージョン）：多様性を尊重し、個々の教育的ニーズに応じた教育を行う  

《図：障害のある学習者の教育形態》  

 
出所：  [2]を基に作成  

 1959 年に提唱された「ノーマライゼーション」の考え方が広まり、統合教育が進みましたが、

個々の教育的ニーズに対応できないことなどから、1994 年の「サラマンカ声明」でインクル

ージョン（インクルーシブ教育）の重要性が強調されました。以降、国際的にインクルーシブ

教育への転換が進んでいます。同声明では、すべての子どもたちが地域の学校に通い、学

校において個々のニーズに応じた教育を提供することの重要性が強調されています。障害

主流化においても、「障害者」と「障害のない人」という二元論で捉えるのではなく、社会に

は多様な人々が存在するという前提に立ち、排除をなくしていく取組が重要です。 

排除：エクスクルージョン 分離：セグリゲーション

統合：インテグレーション 包摂：インクルージョン
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 障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）一般的意見 4 号1では、第 11 項に排除、分

離、統合およびインクルージョンの違いが記載されており、特にインクルージョンは「障壁を

克服するための教育内容、指導方法、アプローチ、組織体制および方略の変更と修正を具

体化した制度改革のプロセスが含まれる」ことが強調されています [3]。 

(2) 教育分野における障害主流化とインクルーシブ教育  

 教育分野における障害主流化は、本ガイダンスノートにおいては、「JICA の教育分野の事業

から障害のある学習者が取り残されないための取組」と定義します。 

 主流化（メインストリーミング）は、アメリカにおける公民権運動による人種差別撤廃運動を

もとに、障害のある学習者も含む多様な学習者の教育機会を保障することから出てきた考

え方です。アメリカでは障害者教育法にて「できる限り制約の少ない環境において」、無料

の適切な公教育を提供し、保護者や教員などから成る個別教育プログラム（ Individualized 

Education Program: IEP）チームが学習者一人ひとりの教育ニーズに応じた IEP を策定す

ることを義務付けています。 

 一方、インクルーシブ教育は、障害だけでなく、すべての違いを尊重し、平等な教育機会を

提供する考え方です。障害者権利条約では、インクルーシブ教育は子どもの権利であり、学

校文化や方針を変革して、すべての学習者が学べる環境をつくることが求められています。  

  

 
1  締約国の解釈が課題となる重要条文について国連障害者権利委員会が策定する公式文書。条約の解説や

実現のための具体的方法等が記載されている。2016 年 8 月に、「インクルーシブ教育を受ける権利に関する一

般的意見第 4 号」が採択された。インクルーシブ教育に関する見解を巻末資料 3 に引用する。 
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(3) 学びのユニバーサルデザイン（Universal Design for Learning: UDL） [4] 

 UDL は、障害の有無にかかわらず、すべての学習者が学びやすいように設計された教育の

考え方です。従来の授業に障害のある学習者を「合わせる」のではなく、教え方そのものを

柔軟に変えることを目指すもので、アメリカの非営利団体 CAST が提唱しています。UDL に

は 3 つの原則があります。 

原則  学びの視点  具体例  

原則 I：提示方法の多様化

（What／何を学ぶか）  

情報の理解を 

助ける 

 印刷教材＋デジタル教材  

 図や表に文章説明を加える 

 手順を段階的に示す 

原則 II：表現方法の多様化

（How／どう学ぶか）  

学習の進め方や表

現方法  

 音声入力や電卓の活用  

 マウス以外のパソコン操作方法

の提供  

 複数の発表手段を用意  

原則 III：取り組み方の多様化

（Why／なぜ学ぶか）  

学習への動機づけ  課題の難易度やツールを選べる 

 安心できるスペースの設置  

 学級のルーティンづくり 

(4) 教育における差別の禁止 

 障害を理由とした不当な差別は障害者権利条約によって禁止されており、教育機関は合理

的配慮を通じて差別のない環境を確保する義務があります。  

 教育における合理的配慮は、障害のある学習者がほかの学習者と平等に教育を受ける権

利を確保するために、教育機関が個別に必要となる変更や調整を行うことです。  

 教育機関は、原則として本人または代理人からの申し出があった場合に、障害のある学習

者の状況を把握し、合理的配慮の内容について本人や保護者と合意の上、必要な合理的配

慮を提供する必要があります。  



障害主流化ガイダンスノート｜教育 

4 

2. 教育分野における障害主流化の重要性 

(1) 持続可能な開発目標（SDGs）達成への貢献 

 SDGs のゴール 4 では、「すべての人に包摂的で公正な質の高い教育」を提供し、生涯学習

の機会を推進することが掲げられています。障害の有無、国・地域、貧困などにかかわらず、

教育の公平性が重視されています。障害については以下のようなターゲットがあります [5]。 

ターゲット4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住

民および脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教

育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 

指標4.5.1 詳細集計可能な、本リストに記載されたすべての教育指数のための、

パリティ指数 (女性 /男性、地方 /都市、富の五分位数の底 /トップ、また

その他に、障害状況、先住民、紛争の影響を受けた者等の利用可能な

データ) 

 

ターゲット4.a 子ども、障害およびジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、  

すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供

できるようにする。 

指標4.a.1 基礎的サービスを提供している学校の割合（サービスの種類別）  

(d) 障害を持っている学生のための適切な施設や道具  

 2015 年には、「インチョン宣言」と「教育 2030 行動枠組み」が採択され、SDGs ゴール 4 の

実現に向けた世界的な教育開発ビジョンが共有されました。ビジョンの柱は「アクセス」「イ

ンクルージョン」「公平性」「男女平等」「生涯学習」であり、これらを通じて、すべての人に質

の高い学びを保障することを目指しています。 

(2) 障害者権利条約の履行 [6] 

 締約国が障害者権利条約を履行する上で、教育分野における障害主流化の取組は不可欠

です。 

 第 24 条「教育」は、最も多くの関連条項を含んでいます。以下に、締約国に求められる教育

関連の主要条項を抜粋します。 
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第 4 条 一般的義務  

障害者と共に行動する専門家および職員に対する当該権利に関する研修を促進

すること 

第 6 条 障害のある女子  

障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するものとし、この点に

関し、障害のある女子がすべての人権および基本的自由を完全かつ平等に享有す

ることを確保するための措置をとる 

第 8 条 意識の向上  

障害者の技能、長所および能力並びに職場および労働市場に対する障害者の貢

献についての認識を促進すること 

教育制度の全ての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含む。）

において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること 

第 24 条 教育  

教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等

を基礎として実現するため、あらゆる段階におけるインクルーシブな教育制度およ

び生涯学習を確保すること 

障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないことおよび障害の

ある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から

排除されないこと 

締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓

練、成人教育および生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約

国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する  

第 27 条 労働および雇用  

障害者が技術および職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並び

に職業訓練および継続的な訓練を利用する効果的な機会を有することを可能と

すること 

(3) JICA グローバル・アジェンダ達成への貢献 

 教育分野における JICA グローバル・アジェンダは、すべての人が尊厳を持って生きられる

社会づくりのために、「質の高い教育」を提供することを目的としています。  

 4 つのクラスター事業戦略の一つである「誰ひとり取り残さない教育改善クラスター」のもと

で、障害のある学習者を主な対象とした協力が検討・実施されていますが、教育から取り残

されている子どもに質の高い教育機会を提供していくには、すべての教育案件において障

害主流化を進めていくことが必要不可欠です。  
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3. 障害の視点から見る教育分野の問題 

(1) 教育へのアクセスの制限：障害のある学習者の低い就学率 [7] 

 障害のある 10〜17 歳の子どもの約 7％が一度も学校に通ったことがありません（障害のな

い子どもは 5％）。 

 障害のある子どもの就学率に関し、初等教育では男女差は少ないですが、前期中等教育段

階では障害のある女児の不就学率は 20％、障害のある男児は 14％と、格差は拡大します。 

 教育段階が進むにつれて障害のある子どもの就学率は大きく低下し、後期中等教育年齢で

は 32％が就学していない状況にあります。 

 学習障害や知的障害のある子どもは、学年が進むにつれて学習速度に追いつけなくなり、

中途退学（ドロップアウト）する傾向が強まります。 

(2) 障害のある学習者に対するニーズに応じた教育機会の不足 [8] [9] 

 障害のある学習者が学校に入学できたとしても、学習者の教育ニーズに応じた学びを享受

できていないという大きな課題があります。国連児童基金（UNICEF）の調査によると、障

害のある学習者は障害のない学習者と比して、基本的な読解力や計算力を身につける可

能性が 42％低いとされています。 

 UNICEF がヨーロッパおよび中央アジアで実施した調査報告によれば、旧式のカリキュラム

や教育方法が障害のある子どもたちの質の高い学びを妨げていると指摘しています。 

 多くの通常学校では、障害のある学習者に対応する体制や準備が不十分です。  

 教員は、必要な教育を提供するためのスキルや時間が足りず、支援も不足しているため、障

害のある学習者が適切な指導を受けられない状況が続いています。  

(3) 障害のある学習者の一般の教育制度からの排除 [7] [10]  

 障害のある学習者は、一般の教育制度から排除され、分離された環境でしか学べない場合

もあります。障害のある学習者と障害のない学習者が共に学ぶ仕組みや環境づくりが求め

られています。 

 障害のある学習者に対する教育の権利を保障する法律がある国は 87％ですが、インクルー

シブ教育を法的に保障している国は 17％となっています。 
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4. 事業における障害主流化の実践 

 事業における障害主流化とは、各事業の計画、実施、モニタリング、評価のすべての段階に

障害の視点を取り込み、実践することです。本ガイダンスノートでは、下図の基本プロセスで

示す 4 つの STEP で障害主流化の実践方法を紹介します。 

 STEP 1～3 が事業サイクルの事業形成段階、STEP 4 が実施・終了後の段階にあります。事

業終了までのすべての STEP を念頭に置きつつ、特に事業形成段階において障害主流化に

取り組むことが重要です。 

 なかでも、相手国政府からの要請書取り付けの段階において、障害主流化の取組や障害者

が排除されるリスクについて、カウンターパートや JICA 現地事務所と協議を行うことが大

切です。 

 

《図：事業における障害主流化の基本プロセス》  
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 技術協力、有償資金協力、無償資金協力の事業サイクルと各 STEP の関係性は下表のとお

りです。 

スキーム 事業サイクル STEP 

技術協力  基礎情報収集・確認調査、詳細計画／基本計画策定調査の

特記仕様書作成時  

STEP 1（分析）  

R/D における Main Points Discussed（障害主流化に関する

取組）、PDM、事前評価表作成時  

STEP 2（活動計画）  

STEP 3（指標設定）  

本体事業特記仕様書作成、事業実施、モニタリングシート確

認時  

STEP 4（実施、モニ

タリング・評価）  

有償資金

協力  

基礎情報収集・確認調査、協力準備調査の特記仕様書、 

案件計画調書①作成時  

STEP 1（分析）  

M/D、案件計画調書②③ 、審査調書、事前評価表作成時  STEP 2（活動計画）  

STEP 3（指標設定）  

事業監理、Project Status Report 確認時  STEP 4（実施、モニ

タリング・評価）  

無償資金

協力  

基礎情報収集・確認調査、協力準備調査の特記仕様書、 

案件計画調書①作成時  

STEP 1（分析）  

M/D、案件計画調書②③、事前評価表作成時  STEP 2（活動計画）  

STEP 3（指標設定）  

事業監理、Project Monitoring Report 確認時  STEP 4（実施、モニ

タリング・評価）  
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STEP 1 障害主流化分析 

 事業の計画・立案時に、障害主流化分析を実施し、分野における障害者を取り巻く状況と

障害者が直面する障壁を明らかにします。また、ターゲットグループに関し、障害細分化デ

ータを収集します。 

 障害主流化分析を通じて、事業の設計において障害者が排除されるリスクがないか、ある

いは障害者に対して不利益や負の影響を及ぼす可能性がないかについても、十分に検討・

確認してください。 

JICA 国別障害関連情報には、JICA が事業を実施する 55 か国の障害に関する情報が国

別にまとめられています。事業対象国のものがある場合は、まずそちらを確認されること

をお勧めします。 

 

1) 考える：事業と障害との関連性を考える 

 障害とプロジェクトとの関連性を明確にします。プロジェクトのどの部分が障害者と特に関

連性が高いかを検討しましょう。 

2) 尋ねる： 障壁について、障害当事者（団体）に尋ねる 

 事業が対象とする教育段階や教育機関への障害者（児）のアクセスや参画を阻む障壁は何

か、障害当事者（団体）に意見を尋ねてください。その際には、多様な障害種別の障害当事

者や女性障害者等に、幅広く意見を尋ねるようにしましょう。  

 そして、後述の STEP2～4 への参画も依頼してみましょう。 

すべての段階において、障害当事者に参画してもらうことが大切です。  

 

CHECK 

障害当事者（団体）へのヒアリング方法を含め、共通ガイダンスノートでは、 

「4. 障害主流化の実践の具体的方法」で以下を紹介しています。ぜひご参照ください。 

▸ 障害当事者の参画の方法   

▸ 障害当事者の参画の形態   

▸ 基礎的環境整備と合理的配慮  

▸ 情報保障とアクセシブルフォーマットでの情報提供  

▸ インクルーシブなイベント（会議、セミナー、研修等）の実施 

https://www.jica.go.jp/activities/issues/social_sec/reports/index.html
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 以下は質問の例です。 

なお、障壁（例）については巻末資料 1 に整理していますので、参考にしてください。 

障壁  質問（例）  

制度的障壁   現在の教育制度設計において、障害者の参加を阻む障壁にはどのよう

なものがあるか 

（障害のある学習者の教育に関する規定がない、学ぶ場を分ける教育が

提供されている、等）  

物理的障壁   教育機関において、どのような物理的障壁があるか 

例：  

▸ スロープやバリアフリーなトイレの有無  

▸ 車いす利用者が安全に通学できる道の有無  

▸ 視覚障害のある学習者が校内を自力で移動できるような誘導設備や

支援の有無  

▸ 障害のある学習者を支援するスタッフの有無  

情報面の障壁   教育機関において、どのような情報面の障壁があるか 

例：  

▸ 聴覚障害のある学習者に対する手話通訳や字幕などの情報保障の

有無  

▸ 視覚障害のある学習者に対する点字教材や拡大教材等の有無、読み

書きに困難のある学習者に対する ICT 機器（タブレットなど）の有無  

▸ 分かりやすい言葉や適切なスピードでの情報提供の欠如  

態度や意識上

の障壁  

 教育関係者や地域住民の間に、障害者や障害のある子どもの教育に対

する偏見はあるか 

 障害のある学習者が学校内外でいじめや暴力を受けることはあるか 

3) 確認する： 障害細分化データ2を収集し、確認する 

収集項目  情報源  

 事業が対象とする教育段階における学習者の障害者比率  

（例：初等教育段階の障害児の割合）  

 事業が対象とする教育機関における学習者の障害者比率  

（例：対象の小学校の障害児の割合）  

 事業が対象とする教育機関に通う障害児・者の障害種別等  

 事業が対象とする教育段階や教育機関における障害のある

学習者の修了率（技術教育・職業訓練、高等教育の場合は就

職率も含める）  

 政府統計  

 障害者に関わる省庁

の報告書等  

 各教育機関のデータ 

 障害当事者（団体）へ

のヒアリング 

 障 害 児 の保 護 者 （ 団

体）へのヒアリング 

 
2 性別や年齢別のデータと同様の、障害の有無や機能障害別等のデータのこと。 
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4) 調べる： 分野における障害者を取り巻く状況を調べる 

収集項目  情報源  

 教育に関する法律、政策、戦略、行動計画などにおける障害者

や障害インクルージョンの視点に立った内容の有無  

 事業が対象とする教育機関における障害主流化に関する方針

の有無、内容  

 政府文書  

 各教育機関の文書  

 障害者権利委員会による総括所見（Concluding 

Observations）における第 4 条に関する記載事項  

 

 障害者権利条約  

総括所見  

※障害者権利条約の検

索画面（States parties 

reporting）で国と文書の

種類を指定  

ステークホルダー：  実施におけるリソースおよび連携先  

 障害者に関わる省庁・担当部署  

 障害当事者団体  

 JICA による障害と開発分野の活動実績  

（技術協力、草の根技術協力、JICA 海外協力隊等）  

 障害と開発分野に国際協力実績のある国際援助機関や二国

間援助機関  

 JICA 国別障害関連

情報  

STEP 2  活動計画  ≪事例は巻末資料 2 を参照≫ 

 STEP 1 の障害主流化分析で確認した、分野における障害者を取り巻く状況と障壁を踏ま

え、事業の中で実施可能な取組を検討し、活動計画に組み込みます。  

 また、事業全体の計画にあたっては、事業の目的や計画が障害者のインクルージョンと参加

を促進するものであり、障害者の隔離や孤立を助長するものとならないよう留意しましょう。  

《障害主流化の取組（例）》  

※優先度が高くかつ実現可能な項目を、障害当事者（団体）を含む関係者等と協議して決定する。 

障壁  取組例  

物理的障壁：  

階段や段差等、施

設の設備面  

 教育機関の建物のすべてのスペースへのアクセスを確保するため、滑

りにくい廊下、階段やスロープ、エレベーターの設置  

 車いすでも十分に通ることができるドア幅の確保  

 廊下や階段への手すりの設置  

 スクールバス等の通学手段の提供 /支援  

 誰もが利用しやすいトイレの設置  

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd
https://www.jica.go.jp/activities/issues/social_sec/reports/index.html
https://www.jica.go.jp/activities/issues/social_sec/reports/index.html
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障壁  取組例  

 支援者の配置（通学時・学習時など）  

情報面の障壁：  

特定の人に伝わり

にくい情報提示  

 視覚障害のある学習者のための音声形式の情報提供の準備  

 電子教材、スクリーンリーダー、点字教材、拡大読書器などの教材教具

の準備  

 聴覚障害のある学習者のための文字媒体の教材の準備  

 手話通訳の配置  

 言語障害のある学習者のための、書面やコミュニケーションボード等

の代替コミュニケーションの準備  

 認知に特性のある学習者のための、視覚的に分かりやすい配布物や

分かりやすい言葉等による情報提供  

 教育機関の建物のすべてのスペースに、イラストやピクトグラムでの案

内を追加  

※ 巻末資料 4 に「教科書等の教材作成時の配慮  ～ユニバーサルデザイ

ンを意識した教材づくり～」を掲載しています。誰もが使いやすい教材

づくりのヒントが詰まっていますので、ぜひご参照ください。 

制度的障壁：  

教 育 制 度 、カリキ

ュラム、学習活動  

 国勢調査やアンケート調査を通じた障害データの収集とデータに基づ

いた教育政策の策定とその確実な実施 3 

 インクルーシブ教育推進のための予算確保 4 

 教育政策や制度設計の過程における障害当事者や保護者の参加  

 教育機関の方針や計画に障害のある学習者への対応や差別禁止事項

を明記  

 テストや試験の際の合理的配慮の提供  

 カリキュラムの達成目標や評価方法の柔軟性の担保  

 障害のある学習者の指導に関する教員研修の実施  

 教員養成課程における障害のある学習者の指導に関する項目の導入  

態度や意識上の障

壁：  

障害者に対する思

い込みや偏見  

 職員、保護者、地域住民に対し、障害理解を深める研修の実施  

 学習者同士で助け合うピアサポート体制の導入  

 出所：  [11] [12]等を基に作成  

  

 
3 ワシントン・グループの短縮質問紙セットや子ども用の機能モジュールがデータ収集のツールとして活用可能

である。https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/ 

4 障害のある学習者は障害のない学習者に比べて 2～2.5 倍の経済的支援を必要としており、アメリカ、カナ

ダ、セルビア等がこのモデルを用いて予算を決定している [11]。 
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STEP 3  指標の設定 

 事業で設定する指標（プロジェクト目標および成果の指標）のうち、障害細分化データの収

集が可能なものを検討し、収集方法を確認します。 

 また、STEP 2 で計画した取組によって期待される成果（変化）を測る指標を検討し、既存の

指標に統合、または追加します。以下は障害の視点を組み込んだ指標例です。 

指標例  

- 政策文書（制度、戦略、ガイドライン等）の策定過程における障害当事者へのコンサルテ

ーションの有無、実施した場合のコンサルテーションの概要  

- 障害視点が反映された政策文書の有無／数  

（障害のある学習者への教育保障に関する条項、合理的配慮のための予算配分に関す

る条項など）  

- 事業が対象とする教育段階や教育機関における障害のある学習者比率  

- 障害のある学習者の指導法に関する教員研修の実施数、研修参加者の理解度  

- 事業が対象とする教育機関における障害のある学習者への合理的配慮提供の有無／数  

- 障害のある学習者にも対応した学習評価基準の設定の有無  

- 教科書や教材の形態  

（音声、書籍、電子等の様々な形態で提供できるようになっているか）  

- （建物の改修や新設が含まれる場合）障害のある学習者が利用しやすいスロープ、トイ

レの有無  

STEP 4  実施とモニタリング  

 活動の実施とモニタリングにあたっては、障害当事者（団体）と連携し、活動内容が適切か、

実施する活動、成果品、サービスがアクセス可能か、また利用しやすいかを確認しましょう。  

 また、事業の活動の広報や実施が、障害者の多様性を尊重し、障害者の尊厳、権利、可能性

を促進する形で行われているかについても十分留意してください。  

 評価にあたっては、障害主流化の視点に立った取組の実績とそれらの実施プロセス、およ

び効果を確認します。以下の表は、障害主流化の視点に立った設問の例です。 

  

《例》  

プロジェクト目標の指標として「子どもの能動的な学習時間」が設定されている場合、障害の

ある学習者についても別途データ（障害細分化データ）収集することを明記しておく。 
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《障害主流化の視点に立った設問例》  

評価 6 項目  設問例 

妥当性  相手国の開発政策・開発ニーズ 

 障害主流化の取組が、相手国の障害政策あるいは当該分野の政策で掲げ

られた優先取組とその内容に合致しているか 

事業計画やアプローチの適切性  

 事業形成時に、障害主流化について検討が行われたか 

 案件形成時に、障害者や障害当事者団体からの情報収集が実施されたか 

 事業実施プロセスにおいて、障害当事者の参画が推進されたか 

 特定の障害の種類や、特定の障害者のグループ（女性障害者、少数民族、

マイノリティなど）を排除しない方法が取られたか 

整合性  日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、JICA 内の他の事業との連携  

 障害主流化の取組は日本および JICA の方針に整合していたか 

 障害主流化の取組を推進するために、JICA の他事業と連携がなされたか 

国際的枠組み等との協調  

 事業は障害者権利条約に整合していたか 

 障害主流化の取組が、SDGs などの国際目標の達成に貢献したか 

有効性   障害主流化の取組により、障害者に対して達成された成果はどの程度か  

 障害主流化の取組は、事業目的・成果の達成に貢献したか 

インパクト  障害主流化の取組により、正の長期的あるいは間接的効果が生じることが

予想できるか 

（例：障害者のリーダーシップの醸成、障害者の意思決定過程への参画、制

度の改定など）  

 障害主流化の取組を実施しなかった、あるいは障害主流化分析が不十分

であったために、負の間接的効果は発現していないか 

（例：障害者に対する差別やスティグマの助長など）  

効率性   障害主流化の取組は、計画された予算・期間の下で達成されたか  

 障害者など特定の集団の利用を想定しないことで事業効率性を優先して

いないか 

持続性   障害当事者（団体）が、今後も障害主流化のプロセスに関わるか 

 障害者に対し達成された成果の継続が適切に計画されているか  

 事業で確立した行政サービスや制度は、障害者の平等と参加を確保した形

で今後も波及・維持されていくか 
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巻末資料 1： 教育分野において 

障害のある学習者のアクセスや参画を阻む障壁 

障害のある学習者は教育環境にアクセスする際、また教育を受ける際に、制度的・物理的・情報

面・態度的な複合的障壁に直面しています。障害者の権利に基づく制度設計には、こうした障壁を

体系的に把握し、排除のリスクを最小化する視点が不可欠です。 

《教育における障害のある学習者を取り巻く障壁》  

障壁  具体例  

制度的障壁   主要な利害関係者（関連政府省庁（教育、雇用、建物、公共交通機関

の責任者を含む）、社会的パートナーおよび障害者の代表を含む市民

社会）との協議をもとに政策や戦略が策定されていない 

 障害のある学習者に教育を提供する法律や政策はあるが、インクルー

シブ教育の戦略や計画が策定されていない 

 評価基準がすべての学習者の多様なニーズを満たしていない  

 教員の知識や理解、技術の不足により、学習者の多様なニーズに応じ

た学級運営や授業が提供されない 

物理的障壁   教育機関の建物にスロープや使いやすいトイレが設置されておらず、

車いす利用者や身体障害のある学習者が通学できない 

 学校までの道のりが遠く、悪路であるために、車いす利用者や身体障

害のある学習者が通学できない 

 視覚障害のある学習者が教室や廊下等を自力で移動することが難し

い 

 障害のある学習者をサポートできる支援スタッフの不足により、ほか

の学習者と同等に学ぶことができない 

 実験室の机や機材の高さや配置が配慮されておらず、車いす利用者

や身体障害のある学習者が実験に参加できない  

情報面の障壁   聴覚障害のある学習者に対し、手話通訳が配置できず情報格差が生

じる 

 視覚障害のある学習者に対し、点字教材や拡大された教材がなく情

報格差が生じる 

 文字の読み書きに課題のある学習者に対し、タブレット等の ICT 機器

が提供できず、情報格差が生じる 

 実験の授業や研究活動において、機器の使用に関する説明が視覚・

聴覚的に配慮されていない 

 分かりやすい言葉や適切なスピードでの情報提供ができていない 
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障壁  具体例  

態 度 や 意 識 上 の

障壁  

 障害のある学習者は学ぶことができないという考え、外見に対する偏

見等が教育関係者やクラスメート、保護者、地域住民の間にあるため

に、教育へのアクセスが妨げられたり、ドロップアウトにつながったりし

ている 

 障害者が就労することへの偏見や差別から、技術教育・職業訓練を受

けることができない 

 障害のある学生は高等教育で学ぶ意味がないという考えのために、

高等教育へのアクセスが妨げられ、入学後も合理的配慮を受けられな

かったりほかの学生から差別を受けたりする 

 特に障害のある女性は、学校内外でいじめやジェンダーに基づく暴力

を経験する可能性が高い 

 出所：  [13] [14] [15] [16]を基に作成   
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巻末資料 2： 障害主流化の取組事例（教育） 

(1) 世界銀行 教育プロジェクトにおける障害インクルージョンの取組（ガイアナ）  

[17] 

世界銀行は、「ガイアナ教育セクター改善プロジェクト」（2017 年～2025 年）を通じ、就学前教

育、初等教育、前期中等教育の各段階における教育の質の向上を支援した。同プロジェクトでは、

障害のある学習者が地域の学校で学べるよう、以下の 7 つの活動を実施した。 

 意思決定と参加：カリキュラム改訂の計画段階に、国家障害委員会等の団体を巻き込む  

 態度の改善：障害のある学習者に対する教員の肯定的な態度を育むための研修を実施す

る 

 利用しやすさ：教材がインクルーシブ（障害、性別、文化）であることを保障する  

 労働：教員の多様性を確保し、障害のある教員が採用されるような措置をとる  

 モニタリング：性別、人種、民族の異なる学習者、障害のある学習者に対する無意識の偏見

の影響をなくす啓発活動に参加した教師の数を測定するための中間結果指標を設定する  

 コンサルテーション：障害者や障害当事者団体とのコンサルテーションをプロジェクト期間

中に実施する 

 知識とエビデンスに基づく政策立案：障害のある学習者が学んでいる学校を、プロジェクト

の対象校として選定する 

(2) Save the Children 教育分野における障害主流化の好事例に関するレポート 

[18] 

Save the Children は、9 か国で実施した教育プロジェクトにおいて取り組んだ障害主流化の好

事例を 1 冊のレポートにまとめている。 

コソボの事例では、すでにある特別支援学校をリソースセンターに、特別支援教室をリソースル

ームに移行するという政府方針に沿って、インクルーシブ教育の推進を支援した。同プロジェクト

では、市民社会組織と協力し、以下の活動を実施した。 

 障害のある子どもたちや、ロマ、アシュカリ、エジプシャン5のコミュニティに属する子どもた

ちなど、社会から疎外されたグループの子どもたちの就学を促進する  

 学校を安全で、インクルーシブで、インタラクティブな学習環境に変える  

 
5 コソボに居住する民族的少数派。 
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 子どもたち、保護者、コミュニティが、自分たちの権利を要求できるよう、エンパワメントす

る 

具体的には、市町村レベルに教育評価チームを設置し、障害のある子どもの教育ニーズをアセ

スメントするとともに、障害当事者団体と協働して保護者への子どもの権利に関する啓発活動を

実施した。これにより、教育評価チームのメンバーが市町村教育局の人的・物的資源に関する計

画策定に参加するようになり、さらにインクルーシブ教育の視点から子どもを評価することがで

きるようになった。また、インクルーシブ教育や個別教育計画の作成に関する教員研修も実施さ

れ、より子どもが参加しやすい授業となるような工夫がなされた。 

(3) アジア開発銀行（ADB） 高等教育機関におけるアクセシビリティの確保  

（ソロモン） [19]  

ADB は、ソロモンにおける「Higher Education in the Pacific Investment Program （Tranche 

2）」において、高等教育格差の解消と、科学、技術、工学分野を含む高等教育への女性の参加促

進を目的とした支援を行った。同プログラムの支援で建設された南太平洋大学の新キャンパスは、

女子学生の安全に配慮したスペースの設計や、障害者がアクセスしやすいトイレや廊下、駐車場を

設置するなど、障害とジェンダー両面から配慮した建物となっている。 

(4) 技術教育・職業訓練における障害インクルージョン（バングラデシュ） [20] 

技術教育・職業訓練に関し、バングラデシュ政府は国際労働機関（ ILO）の支援を受けて国家技

能開発政策を策定し、障害者のインクルージョンを推進した。政策には、すべての技術教育・職業

訓練機関に障害者の入学枠 5％を設けること、奨学金や宿泊施設、交通手段を提供すること、ア

クセシブルな施設を提供することなどが規定されている。また、すべての技術教育・職業訓練機

関の年間計画や予算、職員の業績評価に障害者への配慮を盛り込むようにし、成績優秀な校長

を表彰したり、雇用につながるように雇用主に対する合理的配慮のデータベースを作成したりし

て、障害者の雇用を促進した。 
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巻末資料 3：障害者権利委員会による「インクルーシブ教育を受

ける権利に関する一般的意見第 4 号」（2016 年）に

おけるインクルーシブ教育に関する説明の抜粋 [3] 

10.インクルーシブ教育は、以下のように理解される。 

 （a）すべての学習者の基本的人権。特に、教育は個々の学習者の権利であり、児童の場合、親や

養育者の権利ではない。この点において、親の責任は児童の権利に従属する。 

 （b）すべての生徒の福祉を重視し、彼らの固有の尊厳と自律を尊重し、個人のニーズと、効果的

に社会に参加し、貢献する能力を認めるという原則。 

 （c）他の人権を実現する一手段。障害のある人が貧困から脱し、地域社会に完全に参加する手

段を得、搾取から保護されることを可能にするために主要な手段。また、インクルーシブな社

会を実現するために主要な手段。 

 （d）教育を受ける権利を妨げる障壁の撤廃に対する継続的かつ積極的なコミットメントのプロ

セスの結果で、すべての生徒に配慮し、効果的にインクルージョンするために、通常学校の文

化、方針及び実践を変革することを伴う。 

11．委員会は、排除、分離、統合及びインクルージョンの違いを認識することの重要性を強調す

る。排除は、生徒が直接的または間接的に、何らかの形態の教育を享受する機会を妨げられた

り、否定されたりするときに発生する。分離は、障害のある生徒の教育が、特定の機能障害や

さまざまな機能障害に対応するために設計され、あるいは使用される別の環境で、障害のな

い生徒から切り離されて行われるときに発生する。統合は、障害のある人は既存の主流の教

育機関の標準化された要件に適合できるという理解の下に、彼らをそのような機関に配置す

るプロセスである。インクルージョンには、対象となる年齢層のすべての生徒に、公正な参加型

の学習体験と、彼らのニーズと選好に最も合致した環境を提供することに貢献するというビジ

ョンを伴った、障壁を克服するための教育内容、指導方法、アプローチ、組織体制及び方略の

変更と修正を具体化した制度改革のプロセスが含まれる。たとえば組織、カリキュラム及び指

導・学習方略などの構造的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、

インクルージョンにならない。さらに、統合は分離からインクルージョンへの移行を自動的に保

障するものではない。 

12．インクルーシブ教育の基本的な特徴は、以下のとおりである。 

 （a）「全システム」的アプローチ：教育省は、あらゆる資源が、インクルーシブ教育の推進と、制度

的文化、政策及び実践における必要な変更の導入と定着に投資されることを確保しなけれ

ばならない。 
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 （b）「全教育環境」：教室での指導と人間関係、理事会、教員の監督、カウンセリングサービス及

び医療、校外学習・修学旅行、予算配分、障害のある学習者及び障害のない学習者の親と

のあらゆるやりとり、該当する場合は、地域社会や広く一般の人々をも含む、あらゆる段階

及びあらゆる分野におけるインクルーシブ教育の実現に必要な文化、政策及び実践の導入

と定着のためには、教育機関による責任あるリーダーシップが不可欠である。 

 （c）「全人」的アプローチ：すべての人の学習能力を認め、障害のある学習者を含むすべての学

習者への高い期待を確立する。インクルーシブ教育は、さまざまな強み、ニーズおよび学習

スタイルに合わせた柔軟性のあるカリキュラムと指導・学習方法を提供する。このアプローチ

は、すべての学習者がその可能性を実現できるように、支援、合理的配慮及び早期介入を

行うことを意味する。教育活動の計画において焦点となるのは、その内容ではなく、学習者

の能力と志である。「全人」的アプローチは、適切な支援を伴うアクセシブルな学習環境にお

けるインクルーシブな教室指導の確保による教育現場での分離の廃止を目指している。教

育システムは、生徒がシステムに適合することを期待するのではなく、個別の教育的対応を

提供しなければならない。 

 （d）教員支援：すべての教員及びその他の職員は、障害のある教員を含むインクルーシブな学習

環境を提供する基本的価値観と能力を得るために必要な教育と研修を受ける。インクルー

シブな文化は、協力、人と人との交流及び問題解決による取り組みを促進する、アクセシブ

ルで支援を受けられる環境を提供する。 

 （e）多様性の尊重と重視：学習コミュニティのすべてのメンバーは平等に歓迎され、障害、人種、

皮膚の色、性別、言語、言語的文化、宗教、政治的及びその他の意見、国籍、種族的出身、先

住民であること、あるいは社会的出身、財産、家柄、年齢、その他の地位にかかわらず、多様

性を尊重されなければならない。すべての生徒が、高く評価され、尊重され、受け入れられ、

自分の意見に耳を傾けられていると感じなければならない。また、虐待といじめを予防する

効果的な措置を設ける。インクルージョンには、生徒への個別のアプローチが必要である。 

 （f）学習者に優しい環境：インクルーシブな学習環境とは、誰もが安心し、サポートや刺激を受

け、自分の意見を表現できると感じるとともに、前向きな学校コミュニティの構築への生徒

の関与が大いに重視される、アクセシブルな環境である。学習、好ましい人間関係の構築、

友情及び受容においては、ピアグループの存在が認められる。 

 （g）効果的な移行：障害のある学習者は、学校での学習から職業及び高等教育、そして最終的

には就労への効果的な移行を確実に行うための支援を受ける。学習者の能力と自信が育ま

れ、学習者は合理的配慮を受け、アセスメントと試験の手続きにおいて平等に扱われ、その

能力と技能は他の者との平等を基礎として認定される。 

 （h）パートナーシップの認識：教員組合、学生会及び学生連盟、障害者団体、教育委員会、PTA

及びその他の機能している学校支援団体は、公式・非公式を問わず、すべて障害に対する理
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解と知識を増強することを奨励される。親や養育者及び地域社会の関与は、資源と強みを

提供してくれる資産と見なされる。学習環境とより広範な地域社会との関係は、インクルー

シブな社会への道として認識されなければならない。 

 （ i）監視：継続的なプロセスとして、インクルーシブ教育は、公式・非公式を問わず、分離も統合も

起きていないことを確かにするために、定期的に監視され、評価されなければならない。第

33 条に従い、監視には、必要に応じて障害のある児童の親や養育者とともに、児童や集中

的な支援を必要としている人を含む障害のある人の関与を、その代表団体を通じて得るべ

きである。「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に合致した方法で、障害インクルー

シブな指標が開発され、使用されなければならない。 
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巻末資料 4：教科書等の教材作成時の配慮 

～ユニバーサルデザインを意識した教材づくり～ 

以下は、JICA「ニカラグア国初等教育における算数に親しむ学習プロジェクト」の経験を基に作成

されました。すべての学習者にとって分かりやすい教材を作成する際、ぜひご参照ください。 

1. 視覚的な配慮 

 様々な色覚の人にとって見分けやすい配色を選ぶ。 

（ツール例：カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット） 

 ドラフト完成後に色の見え方を検証する。（ツール例：色のシミュレータ アプリ） 

色覚タイプ 赤色弱（P 型）  緑色弱（D 型）  青色弱（T 型）  
区別しにくい

色の例 

赤 ↔ 黒 ↔ 暗い緑 

赤 ↔ 橙 ↔ 茶色 

紫 ↔ 青 

赤 ↔ 橙 ↔ 緑 

紫 ↔ 青 

ピンク ↔ 灰色 

青 ↔ 緑 

黄 ↔ 明るいピンク 

色覚シミュ

レータの見

え方 

   

 明度（コントラスト）と彩度の違いを出す、形を変える（実線と点線など）、文字情報を

加えるなどの工夫をする。 

 

 特に図表やグラフでは、色の違いだけに頼らず識別できるようにする。 

 図表や文字はできるだけ重ねない。必要な場合は文字に背景色をつけて視認性を高める。 

 

http://www2.cudo.jp/wp/?page_id=1565
https://asada.website/cvsimulator/j/
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2. 文字情報の配慮 

 読みやすい書体を採用する。文字の大きさに応じてフォントを変更することを検討する。 

✓ 太さが均一なフォントである 

✓ 文字の形状・幅・文字の間隔（字間）が適当 

✓ 読む文字と書く文字の違いによる混乱が起きにくい 

《英語フォント例》 

一般的なフォント（標準搭載） 

Arial 
Helvetica 
Verdana 
Tahoma 

シンプルで判読性が高い。無難。 

欧米の教科書で多用されている。 

横幅が広めで小さいサイズでも読みやすい。 

字間が広めで小さいサイズでも読みやすい。 

Mathematics 

Mathematics 

Mathematics 

Mathematics 

教育用特殊フォント（事前にインストールが必要）  
Andika 
Lexend 
Sassoon Primary 

読み書き学習用に開発された読みやすい書体。 

読字障害に配慮し、読みやすさを最大化。 

子どもの手書き文字に近い設計。 

Mathematics 
Mathematics  

Mathematics  

 文字の大きさや文字間・行間は発達段階に合わせて調整する。 

 簡潔な表現を心がけ、一文／一紙面あたりの文字数が多くならないようにする。  

3. 言語表現の配慮 

 発達段階や他教科の学習内容を配慮したうえで語彙・用語を調整する。 

 難しい語彙・用語を用いる際には注釈や図解をつける。巻末に用語集をつけることを検討

する。 

 同じ語彙・用語の表現は統一する。 
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4. 記載方法の配慮 

 改行位置を工夫する。 

✓ 句点や読点、文節の位置で改行すると読みやすい。 

✓ 単語の途中で改行しない。 

（例：Multiplication を Multipli- / cation のように分けない） 

✓ 用語の途中で改行しない。（el máximo común divisor (最大公約数）を el máximo 
común / divisor のように分けない） 

 

 式・答えの書き方を統一する。 

 

 

 文字・図・イラストなど複数の

提示方法を組み合わせ、意味

が伝わりやすいようにする。 

 

 

 指示を明確に示す。 
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5. 内容構成の配慮 

 学習の流れを明確にするため、ページ構成をパターン化し、全学年で一貫した構成を採用

する。 

 各項目に区切り線をつけ、注目しやすいデザインにする。 

「問題→解説→まとめ→例題→演習」の流れで区切られたページ構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年 2 年 3 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 年 5 年 6 年 
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 重要な既習事項は吹き出しや囲みで示し、理解を助ける。 

 

 

 

 

 

 情報はスモールステップで提示し、児童の認知的負担を軽減する。 

✓ 手順を段階的に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 新しく学習する内容を絞る。 
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【注記】  
・  本資料における教科書本文の英訳は、本資料作成者による補記であり、公式訳ではない。  
・  引用している教科書は、JICA「ニカラグア国初等教育における算数に親しむ学習プロジェクト

（NICAMATE2）」の技術支援を受けて開発され、ニカラグア国教育省が発行したものである。 

 
【引用教科書（現地正式表記）】  
・  Ministerio de Educación (MINED) de la República de Nicaragua.  

Libro de Texto Matemática, 1er grado. Primera edición, 2024. 

・  Ministerio de Educación (MINED) de la República de Nicaragua.  
Libro de Texto Matemática, 2do grado. Primera edición, 2025. 

・  Ministerio de Educación (MINED) de la República de Nicaragua.  
Libro de Texto Matemática, 3er grado. Primera edición, 2025. 

・  Ministerio de Educación (MINED) de la República de Nicaragua.  
Libro de Texto Matemática, 4to grado. Primera edición, 2025. 

・  Ministerio de Educación (MINED) de la República de Nicaragua.  
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